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１．用語の定義

本選択約款において使用する用語は、次のとおりといたします。

（１）家庭用コージェネレーションシステム」… ガスを一次エネルギーとしてガスエンジン、

ガスタービン、燃料電池等により電力を発生させるとともに、その際に発生する廃熱を利用

する主に家庭用の熱電供給システムをいいます。

（２）「専用住宅」… 居住の目的にのみ建てられた住宅で、店舗・事務所・作業場など業務に使

用するために設備された部分がない住宅をいいます。

（３）「その他期」… 4 月検針分から 11 月検針分までをいいます。

（４）「冬期」… 12 月検針分から 3月検針分までをいいます。

（５）「消費税等相当額」… 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課

される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、１円未満の端数

が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

（６）「単位料金の調整」… 当社は別表の料金表（各料金表の基本料金、基準単位料金又は簡易

ガス小売供給約款２３の規定により、本選択約款別表の各料金表の基準単位料金に対応する

調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金を用います。）を適用して料金を算定いた

します。

（７）「消費税率」… 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値を

いいます。

（８）「簡易ガス小売供給約款」… 該当する供給地点群の簡易ガス小売供給約款をいいます。

２．適用条件

本選択約款の適用条件は、次のとおりといたします。

（１）家庭用コージェネレーションシステムを専用住宅又は１使用場所に設置するガスメーター

の能力（簡易ガス小売供給約款及び他の選択約款による契約ごとにガスメーターを設置して

いるお客さま又は簡易ガス小売供給約款２２（４）ただし書きの規定により早収料金を算定

しているお客さまについてはそのガスメーターの能力の合計とします。）が１０立方メートル

毎時以下の需要で使用し、お客さまがこの選択約款の適用を希望される場合に適用いたしま

す。

（２）ガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等の定格発電出力（機器容量）が700W以上５kW以

下であること。

３．契約の締結

（１）この選択約款に関する契約は、当社がお客さまの申込を承諾したときに成立いたします。

（２）お客さまが、ガス小売供給契約の変更を申し出られた場合、変更後の契約適用開始日は原

則として、毎月１５日までに契約成立となった分については当月定例検針日の翌日とし、毎月

１５日を超えて契約成立となった分については翌月定例検針日の翌日といたします。ただし、

開栓と同時にお申込みをいただいた場合は、ガスの使用を開始した日（開栓日）より適用開始

できるものといたします。

（３）契約の期間は、本契約の適用開始日から本契約を解約その他の事由により終了した日まで

とします。
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（４）本契約の解約又は簡易ガス小売供給約款に定める契約への変更をしたお客さまが、再度同

一使用場所で本契約の申し込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日

又は契約種別の変更の日から 1 年に満たない場合には、当社は、その申し込みを承諾しない

ことがあります。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による解約又は

契約種別の変更の場合はこの限りではありません。

（５）２の規定に定める適用条件を満たしており、次の期間内である場合、他の契約種別（簡易

ガス小売供給約款に定める契約を除きます。）への変更の申し込みは、原則として承諾いた

しません。

  ①新たにガスの使用を開始した場合は、本契約の適用開始の日から同日が属する月の翌月を

起算月として１２か月目の月の検針日まで

  ②契約種別（簡易ガス小売供給約款に定める契約を除きます。）を変更した場合は、契約種

別の変更の日から同日が属する月の翌月を起算月として１２か月目の月の検針日まで

４．料  金

当社は、その他期については、別表の料金表１を適用して早収料金又は遅収料金を算定し、

冬期については、別表の料金表２を適用して早収料金又は遅収料金を算定いたします。

５．設置確認及び解約等

（１）当社は、申込みを頂いた時点、あるいは契約後に、家庭用コージェネレーションシステム

が設置されているかどうかを確認させて頂くことがあります。この場合には、正当な理由が

ない限り、住宅への立ち入りを承諾して頂きます。万一、立ち入りを承諾して頂けない場合、

この選択約款の申込みを承諾しない、又はすみやかにこの選択約款を解約し、解約日以降簡

易ガス小売供給約款を適用いたします。

（２）家庭用コージェネレーションシステムを取り外す等、２の規定に定める適用条件を満たさ

なくなった場合は、直ちにその旨を当社へ連絡して頂きます。なお適用条件を満たさなくな

った場合は、この選択約款を解約いたします。

６．その他

  その他の事項については、簡易ガス小売供給約款を適用いたします。
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附 則

１. 本選択約款の実施期日

本選択約款は、２０２５年１０月２１日から実施いたします。

２.「三重県 LP ガス料金高騰対策支援金事業（第４期）」に係る特別措置

（１）「三重県 LP ガス料金高騰対策支援金事業（第４期）（以下、「支援金事業」といいます。）」

の支援金交付要領に基づき、定められた期間において、簡易ガス小売供給約款の「２２．料

金の算定及び申し受け」「２３．単位料金の調整」「２４．料金の精算等」によって算定、清

算された料金から、定められた支援額を上限として値引くものとします。

（２）（１）は支援金事業が終了されるとともに、本附則の効力を失うものとします。
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（別 表）

１．適用区分

（１）料金表１（その他期）

料金表Ａ 使用量が 0 立方メートルから 8 立方メートルまでの場合に適用いたします。

   料金表Ｂ 使用量が 8立方メートルを超える場合に適用いたします。

（２）料金表２（冬期）

   料金表Ａ 使用量が 0立方メートルから 8 立方メートルまでの場合に適用いたします。

   料金表Ｂ 使用量が 8立方メートルを超え、25立方メートルまでの場合に適用いたします。

   料金表Ｃ 使用量が 25立方メートルを超える場合に適用いたします。

２．料金表１（消費税等相当額を含みます。）

（１）料金表Ａ

   ①基本料金         

１か月及びガスメーター１個につき ９８０．１０円

    ②基準単位料金

１立方メートルにつき ５１１．８５円

    ③調整単位料金

    ②の基準単位料金をもとに簡易ガス小売供給約款２３の規定により算定した１立方メー

トル当たりの単位料金といたします。

（２）料金表Ｂ

   ①基本料金

１か月及びガスメーター１個につき ２,５９０．５０円

    ②基準単位料金      

１立方メートルにつき ３１０．５５円

    ③調整単位料金

      ②の基準単位料金をもとに簡易ガス小売供給約款２３の規定により算定した１立方メー

トル当たりの単位料金といたします。

４．料金表２（消費税等相当額を含みます。）

（１）料金表Ａ

   ①基本料金         

１か月及びガスメーター１個につき ９８０．１０円

  ②基準単位料金

１立方メートルにつき ５１１．８５円

  ③調整単位料金

    ②の基準単位料金をもとに簡易ガス小売供給約款２３の規定により算定した１立方メー

トル当たりの単位料金といたします。
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（２）料金表Ｂ

   ①基本料金

１か月及びガスメーター１個につき １,７４５．７０円

    ②基準単位料金      

１立方メートルにつき ４１６．１５円

    ③調整単位料金

      ②の基準単位料金をもとに簡易ガス小売供給約款２３の規定により算定した１立方メー

トル当たりの単位料金といたします。

（３）料金表Ｃ

  ①基本料金

１か月及びガスメーター１個につき ４,２２０．７０円

    ②基準単位料金      

１立方メートルにつき ３１７．１５円

    ③調整単位料金

      ②の基準単位料金をもとに簡易ガス小売供給約款２３の規定により算定した１立方メー

トル当たりの単位料金といたします。


